
古
い
電
話
帳
の
回
収
・
紙
資

源
の
リ
サ
イ
ク
ル

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
で
は
、
環
境
保

護
の
立
場
か
ら
、
古
い
電
話
帳
の

回
収
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
新
し

い
電
話
帳
を
４
月
中
に
配
付
す
る

予
定
で
す
の
で
、
お
届
け
し
た
際

古
い
電
話
帳
を
配
達
員
に
お
渡
し

す
る
か
、
も
し
渡
せ
な
か
っ
た
場

合
で
も
、
後
日
回
収
し
ま
す
の
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
紙
リ
サ
イ
ク

ル
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ

　

☎
０
１
２
０
（
５
０
６
）
３
０
９

海
上
保
安
学
校
学
生
の
募
集

　

海
上
保
安
庁
で
は
、
海
上
保
安

学
校
学
生
（
特
別
）
を
募
集
し
ま

す
。　

○
受
付
期
間

　

４
月
１
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
　

4
月
8
日
（
金
）

○
第
一
次
試
験

　

5
月
15
日
（
日
）

○
受
験
資
格

　

高
等
学
校
ま
た
は
こ
れ
と
同
等

と
人
事
院
が
認
め
る
学
校
を
卒
業

し
、
ま
た
は
卒
業
す
る
見
込
み
で

あ
り
、
入
学
す
る
年
の
4
月
1
日

現
在
で
24
歳
未
満
で
必
要
な
受
験

資
格
を
満
た
し
て
い
る
か
た
。

※
海
上
保
安
学
校
学
生
（
特
別
）

は
、
10
月
期
入
学
生
で
す
。
受
験

資
格
、
受
験
手
続
な
ど
の
詳
細
は
、

海
上
保
安
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
第
十
管
区
海
上

保
安
本
部
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

第
十
管
区
海
上
保
安
本
部

　

総
務
部
人
事
課

　

☎
０
９
９
（
２
５
０
）
９
８
０
０

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め

に
　

平
成
22
年
分
の
確
定
申
告
は
お

済
み
で
し
ょ
う
か
。

○
申
告
と
納
税
の
期
限

　

・
所
得
税
・
贈
与
税

　
　

３
月
15
日(

火)

ま
で

　

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ

　

び
地
方
消
費
税

　
　

３
月
31
日(

木)

ま
で

○
平
成
22
年
分
の
所
得
税
な
ど
の

確
定
申
告
、
記
載
要
領
な
ど
の
相

談
は
、
県
内
の
各
税
務
署
が
開
設

す
る
申
告
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

○
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

は
、
所
得
税
お
よ
び
消
費
税
の
確

定
申
告
書
な
ど
を
作
成
で
き
ま
す

の
で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な

お
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
作
成
し
た
所
得
税
の
申

告
デ
ー
タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
電
子
申
告
（e-Tax

）
さ
れ

ま
す
と
、
一
定
の
要
件
の
下
、 

最

高
５
千
円
の
税
額
控
除
（
19
～
21

年
分
に
適
用
を
受
け
て
い
な
い
人

に
限
る
）、
医
療
費
の
領
収
書
な

ど
一
定
の
書
類
の
添
付
不
要
、 

還

付
金
は
３
週
間
程
度
で
還
付
な
ど

の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

　

http://w
w

w
.nta.go.jp/

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
年
金
引

き
落
と
し

　

町
で
は
、
23
年
４
月
か
ら
国
民

健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
次
の
条
件
を
全
て
満
た

す
場
合
、 

年
金
引
き
落
と
し
（
特

別
徴
収
）
を
開
始
し
ま
す
。

［
国
民
健
康
保
険
］

○
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
、
平
成
22
年
４
月
か
ら
９
月

に
65
歳
に
到
達

○
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

の
年
齢
が
全
員
65
歳
か
ら
74
歳

○
世
帯
主
が
１
年
間
に
受
け
取
る

年
金
額
が
18
万
円
以
上

○
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
と
世
帯

の
国
民
健
康
保
険
税
の
１
回
の
特

別
徴
収
の
合
計
額
が
、
世
帯
主
の

１
回
の
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１

以
内

［
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
］

○
平
成
22
年
４
月
か
ら
９
月
に
、

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
と
な
っ
た
場
合

○
被
保
険
者
が
１
年
間
に
受
け
取

る
年
金
額
が
18
万
円
以
上

○
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
１
回
の

特
別
徴
収
の
合
計
額
が
、
１
回
の

年
金
支
給
額
の
２
分
の
１
以
内

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
税
務
課
（
国
民
健
康
保
険
）

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

　

役
場
保
健
衛
生
課

　
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金
！

使
用
者
も
労
働
者
も

  

鹿
児
島
県
内
の
特
定
の
産
業
の

労
働
者
と
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
以

下
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

○
自
動
車
（
新
車
）
小
売
業

　

時
間
額　

７
１
０
円

　
（
平
成
22
年
12
月
24
日
発
効
）

○
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー

　

時
間
額　

６
７
２
円

　
（
平
成
23
年
１
月
８
日
発
効
）

○
電
気
機
械
器
具
製
造
業
関
係

　

時
間
額　

６
９
２
円

　
（
平
成
23
年
１
月
５
日
発
効
）

◎
問
い
合
わ
せ
先　
　

　

鹿
児
島
労
働
局
賃
金
室

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
８
２
７
８

　

http://w
w

w
.kagoshim

a.plb.go.jp/

　

最
賃
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
８
８
８
１

　

県
庁
雇
用
労
政
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
３
０
１
７
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